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１．目的 

 労働安全衛生法における労働安全衛生規則第９５条の６に基づく有害物ば

く露作業報告の対象物質として厚生労働大臣が告示する物質について、ばく露

実態調査を行った物質（平成２２年度委託事業「職場における化学物質のリス

ク評価推進事業」においてばく露実態調査を実施した物質を含む。）のうち、

委託者より指示のあった一部の物質について、特殊健康診断の対象となること

を想定して、文献調査等により健康診断項目を検討するための情報収集を行う。

あわせて、収集した文献の情報等をもとに、健康診断項目の案を作成する。 

 

２．実施内容 

（１）対象化学物質及び健康診断項目の検討のための情報収集 

委託者より指示を受けた対象化学物質は次の５物質であった。 

① 酸化チタン 
② 1,3-ジクロロプロペン 
③ ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 
④ パラ-ジクロロベンゼン 
⑤ 4-ビニル-1-シクロヘキセン 

これらについて健康診断項目を検討するための基礎となる文献収集を

行い、物質ごとに情報を整理した。その際、健康診断項目の検討のための

文献として、「化学物質のリスク評価検討会報告書」（平成２３年７月、厚

生労働省）別冊の「初期リスク評価書」を基本とし、健康診断項目検討の

ために不十分と思われた場合等についてはさらに情報収集を行うものと

した。なお、収集する文献は必ずしもすべて一次文献まで遡って収集する

必要はないものとした。 
 

（２）健康診断項目の案の検討 

上記（１）の５物質について収集した文献情報をもとに、健康診断項目

の案の検討を行った。 

 検討に際しては、健康診断の必要性の有無についての検討を行い、必要

性を認めた場合、健康診断項目を提案するものとした。健康診断項目の提

案は、原則として現行の特定化学物質障害予防規則の別表第３及び別表第

４に準ずるものとした。 
 

（３）健康診断項目の案の検討についての基本的な考え方 
ア 健康診断の必要性の有無についての基本的考え方 

今回検討した物質は、化学物質のリスク評価事業の一環である「ばく
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露実態調査」により、取扱い事業場において一定のリスクがあることが

示唆された物質である。詳細調査の結果によっては、対象化学物質によ

る作業者の健康障害防止のため、作業環境管理、作業管理等に係る規制

が必要となる場合があり、健康管理として特殊健康診断の実施が必要と

なる場合もある。 
特殊健康診断の有用性については、対象となる化学物質の健康リスク

情報の質や量を踏まえ、現在の科学的知見に基づき健康障害の早期発見

のために有効な健康診断項目を特別に設定することが可能な場合など

において特殊健康診断が必要と考える。 
作業環境管理等により、労働者の健康リスクの低減が十分になされて

いるか否かについては更なる詳細な実態調査が別途行われていること

から、健康診断項目の設定の可否については、以下の点を考慮して検討

した。 
(ｱ)文献情報等から、対象化学物質の標的臓器及び中毒症状に関する情報

が得られ、健康障害の早期発見のための健康診断項目を設定できるか。 
(ｲ)労働者のリスク低減に有効な健康診断項目を特別に設定できるか。 

上記の検討により特殊健康診断を想定した健康診断項目を提案でき

なかった物質については、「作業条件の簡易な調査」を含む作業者のば

く露に関する情報を収集する必要性を否定するものではないものとし

ている。 
 

イ 健康診断項目の設定についての基本的考え方 
平成１９年度「特殊健康診断の健診項目に関する調査研究委員会」に

おいて、労働安全衛生法の省令である有機溶剤中毒予防規則、特定化学

物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則により

定められている物質の特殊健康診断項目について、項目の追加、削除ま

たは変更の検討が行われ、その結果が報告されている。この中で「健診

項目の追加又は変更の考え方」として、「生物学的モニタリング」、「健

康障害を早期に発見するための健診項目」について考え方が示されてい

る。あわせて「作業条件の簡易な調査」を「必ず実施する健康診断項目

とする。」ことも報告されている。 

 さらに、平成２０年１１月２６日付基発第 1126001 号「労働安全衛生

法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改

正する省令の施行について」では、ニッケル化合物等及び砒素等に係る

特殊健康診断の項目に、「作業条件の簡易な調査」が一次健康診断項目

として加わり、ガイドラインも示された。 
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 本委員会ではこれらの考え方を踏襲するものとし、特殊健康診断を想

定した健康診断の必要性を認めた場合、先の委員会の報告と整合性を持

つことに配慮し、以下の事項を踏まえて健康診断項目を検討するものと

した。 

 

(ｱ)一次健康診断の必須項目 

「業務の経歴の調査」、「作業条件の簡易な調査」、「当該化学物質に

よる自覚症状又は他覚症状の既往歴の有無の検査」、「自覚症状又は他

覚症状の有無の検査」を一次健康診断項目の必須項目とした。 

 「業務の経歴の調査」は雇入れの際またはその健康診断の対象物質

に係る作業に配置替えする際に、過去のばく露状況を把握する上で重

要な情報となること、また、「作業条件の簡易な調査」は現状における

対象物質へのばく露状況の概要を把握するための重要な項目であるこ

とから、必須項目とした。 

 さらに、「当該化学物質による他覚症状及び自覚症状の既往歴の有無

の検査」及び「他覚症状及び自覚症状の有無の検査」は、それぞれ当

該化学物質による健康障害の既往歴の確認及び早期発見のための重要

な項目であることから、必須項目とした。 

(ｲ)健康障害を早期に発見するための項目 

 健康診断項目を採用するか否かを判断する場合、事業者に一定の費

用負担を負わせることなどに鑑み、以下の条件を満たすものとした。 

 ①医学的に確立した検査法である。 

②目的とする障害を検出する敏感度（Sensitivity）及び特異度

（Specificity）が妥当なレベルにあること。 
③受診者に大きな負担をかけない。 

④全国どこでも検査が行える。 

⑤予想される健康障害予防の成果に比較して、手間や費用が大き過

ぎない。 

これらの条件のすべては満たさないが、健康障害の早期発見に有効

と考えられる項目は医師が必要と認める場合に実施する項目として採

用することを検討するものとした。 

(ｳ)生物学的モニタリング 

 生物学的モニタリングは、作業者個人のばく露レベルの指標として

高い精度を持っているので、以下の条件の①、②、③を満たすものに

ついては健康診断項目として採用するものとした。ただし、必ず実施

する健康診断項目として採用するにはすべての条件を満たすことを原
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則とするが、検討において必然性を生じる場合はその限りではないも

のとした。 

①作業に起因する生体内への取込み量に定量的に対応する測定値が

得られる。 

②分析試料の採取、運搬などに特別の問題がない。 

③生物学的モニタリングを追加することにより、健康障害の予防を

確実に行える。 

④健康リスクの有無、又は程度を判断できる基準値がある。 

⑤予想される健康障害予防の成果に比較して、手間や費用が大き過

ぎない。 

 

３．実施結果 

（１）対象物質及び健康診断項目の検討のための情報収集 

 対象物質の健康診断項目の検討に必要な文献を別途収集した。（詳細につ

いては、「【別紙】「化学物質の健康診断項目検討取りまとめ資料」の各化学

物質の「参考文献」を参照） 

 

（２）健康診断項目の案の検討 

 収集した文献情報をもとに、健康診断の必要性の有無及び健康診断項目

の案を検討するため、委員により「化学物質の健康診断項目検討資料」を

作成した。この資料を基に対象物質について検討を行った。 

 検討の結果、特殊健康診断を想定した健康診断の必要性の有無及び健康

診断項目の案を次項のとおりとした。 

なお、検討で用いた「化学物質の健康診断項目検討資料」は検討の段階

において修正等が行われ、それを取りまとめた資料を「化学物質の健康診

断項目検討取りまとめ資料」として別紙に掲げた。 

 

４．対象化学物質の健康診断項目検討結果 

（１）－（２）（略） 
 

（３）ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（物質名が長文のため、以後

「ジクロルボス」と称する。） 
ア 健康診断の必要性の検討 

実験動物およびヒトにおいて、短期ばく露および中長期的ばく露の双

方について、コリン作動性の自他覚症状に先行して、血漿中コリンエス

テラーゼの低下が認められる。 
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短期ばく露では有機リン剤の中毒症状を呈し、重篤な場合は①縮瞳、

②分泌の亢進、③筋線維束れん縮などがあり、少なくとも短期大量ばく

露があった場合は有機リン剤中毒の急性期対応と医学的フォローアッ

プが必要であると考えた。 
中長期的ばく露の場合の人への影響は、血漿中コリンエステラーゼ活

性の軽度低下以外は、まだはっきりとは確認されていない。しかし感作

性による皮膚障害の際のばく露有無確認や、コリンエステラーゼ活性を

指標としたモニタリングが可能であることから、定期的に健康診断を実

施することで、早期の段階において当該化学物質による健康障害の防止

が図られると考え、健康診断の必要性は高いものとした。 
 

イ 健康診断項目の提案 
ジクロルボスのばく露による自他覚症状に先行してコリンエステラ

ーゼ活性の低下が認められることから、当該項目を生物学的ばく露指標

項目として用いる必要があり、なおかつコリンエステラーゼ活性の低下

自体が健康リスクであることから一次健康診断項目とした。また、皮膚

障害やコリン作動性の自他覚症状の有無を確認することは、高濃度ばく

露の有無の確認に反映されるため、これも一次健康診断項目とした。 
なお、コリンエステラーゼ活性の低下を報告している文献の多くは

「血漿」を用いて報告していること、現行法のアクリロニトリルの二次

健康診断項目においても「血漿コリンエステラーゼ活性値の測定」とし

ているが、現在の検査機関等の自動分析装置による検査を踏まえ、かつ

一般健康診断と同時にジクロルボスを対象とした特殊健康診断でコリ

ンエステラーゼ活性値の測定を実施するということを想定すると、一般

健康診断の生化学検査（血清を用いている）と同時にオーダーすると思

われるので、当該検査も「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」とし

た方が自然的ではないかという意見が合った。今回の提案としては検査

機関等の検査手技も踏まえ「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」を

基本とし、血漿を用いても本項目の検査値にほぼ変動はないことから、

血清、血漿どちらを用いても構わないものとした。 
コリンエステラーゼ活性の検査に関し、血漿（血清）Ch-E 活性は肝

機能障害によっても低下すること、文献情報では赤血球コリンエステラ

ーゼ活性の低下を指摘していることから、当該化学物質による健康障害

を鑑別するものとして、血清コリンエステラーゼ活性、赤血球コリンエ

ステラーゼ活性両者の情報を得ることが妥当とし、二次健康診断項目に

「赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定」を採用するものとした。し
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かしながら、当該検査は現在大手検査機関でも実施していない検査であ

り、結果として実施できないのではないかという意見があった。 
これについて、本検査を項目とする臨床的意義は有しており、現状の

検査体制を考慮して削除することも可能であるが、あくまで健康診断項

目を提案する委員会として考えるならば、やはり必要とする検査項目で

あり、今後法制化することになれば、受入れする機関等もあり得るとの

見解から、「全国どこでもできる検査」ではないが、提案としてはこの

項目を残すものとした。 
また、上記健康診断項目の他に二次健康診断項目として、文献情報等

から当該化学物質のばく露による健康影響として表出する肝機能異常、

血液検査異常、神経症状の異常を必ず行う検査とした。 
 

ウ 健康診断項目案 
〈一次健康診断〉 
①業務歴の調査 
②作業条件の簡易な調査 
③ジクロルボスによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、眩暈、筋線

維束れん縮、吐き気、下痢等の自覚症状又は他覚症状の既往歴の有無

の検査 
④ジクロルボスによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、眩暈、筋線

維束れん縮、吐き気、下痢等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査 
⑤血清（または血漿）コリンエステラーゼ活性値の測定 

〈二次健康診断〉 
①作業条件の調査 
②赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定 
③肝機能検査 
④白血球数および白血球分画 
⑤神経学的検査 

 
 

（４）－（５）（略） 
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【別 紙】化学物質の健康診断項目検討取りまとめ資料  
物質名：ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト  
 
【別名】  

ジクロルボス、DDVP、りん酸ジメチル 2,2-ジクロロビニル  
【物理化学的性質】  

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（以下「ジクロルボス」と記す）は

無色から淡黄色の液体で、水やアルコールに溶けやすい特異な臭気をもっている

油状の物質である。  
【用途】  

ジクロルボスは、有機リン剤であり、くん煙剤・くん蒸剤・乳剤として単独に

使われる他に、様々な農薬や溶剤と混合して製剤化される。国内では、農薬（殺

虫剤）、動物用医薬品、家庭用殺虫剤、自治体や防除業者による防疫用殺虫剤とし

て使用されている１）。神経伝達物質であるアセチルコリンを分解する酵素アセチ

ルコリンエステラーゼの活性を阻害することにより、分解されずに過剰となった

アセチルコリンが神経に作用し、殺虫効果を示す。  
 
１．健康診断の必要性の検討  

１）健康リスクの整理  
a)短期ばく露による健康影響  

(1)致死性  
実験動物に対するジクロルボスの急性毒性試験結果を以下にまとめる 2,3)。  

 マウス  ラット  ウサギ  イヌ  

吸入、LC50  
（mg/m3）  

13-310(4時間)3) 83-455(1時間)3) 

15(4時間)2) 

データなし 22-316(ppm)3) 

経口、LD50  
（mg/kg体重） 

61-275 3) 17-110 3) 10 2) 

約13-23 3) 

100 2) 

経皮、LD50  
（mg/kg体重） 

206-395 3) 75-900 3) 107 3) データなし 

腹腔内LD50  
（mg/kg体重） 

22-411 3) 15-18 3) データなし データなし 

 
(2)実験動物への健康影響  

実験動物に対するジクロルボスの急性毒性試験結果からは、ジクロルボ

スにより脳のコリンエステラーゼ活性が阻害されるため、吸入ばく露、経

口投与、経皮ばく露のいずれにおいても神経毒性を示し、コリン作動性の

神経症状が観察されている。流涎、流涙、嘔吐、協調運動失調、振戦、け

いれん、努力性呼吸、昏睡などの症状が認められた。  



 

 16 

 
ⅰ)吸入ばく露  

・吸入ばく露の急性毒性症状として、流涎、流涙、眼球突出、振戦、け

いれんが報告されている 3)。  
ⅱ)経口投与  
・経口投与の急性毒性症状として、自発運動の低下、流涎、脱糞、チア

ノーゼ、あえぎ呼吸、嘔吐、協調運動失調、後弓反張、振戦、けいれ

ん、昏睡が報告されている 3)。  
ⅲ)経皮ばく露  

・サルにキシレンに溶解したジクロルボスを 50、75、100mg/kg の用量

で単回経皮投与した試験で、投与終了後 15～20 分以内に神経毒性の

症状がみられた 3)。症状として、神経質、歯ぎしり、協調運動失調、

筋れん縮、流涎、努力性呼吸、縮瞳が認められた 4)。  
 

(3)ヒトへの健康影響  
ジクロルボスによりコリンエステラーゼ活性が阻害される。経皮ばく露

および経口投与により神経毒性がみられ、死亡することもある。  
ⅰ)吸入ばく露  
・28 人のボランティアに 0.9mg/m3（0.1ppm）を 7.5～8.5 時間吸入させ

た結果、血漿中コリンエステラーゼ活性が 20～25％低下した 5)。  
ⅱ)経口投与  

・男性ボランティア 107 人にジクロルボスを 1～32mg/kg の用量で単回

経口投与した試験でコリンエステラーゼ活性の低下は 1～3mg/kg 以

上の用量では血漿中で、さらに約 4～12mg/kg 以上の用量では赤血球

中でもみられた 3)。  
・患者 705 人にジクロルボス 6, 12mg/kg の用量を駆虫薬として単回服

用させた例で、6mg/kg 以上に血漿及び赤血球中コリンエステラーゼ活

性の低下が見られたが、臨床症状、血液学的検査並びに肝臓及び腎臓

の機能に異常はみられなかった 3)。  
・高濃度のジクロルボスを駆虫薬として服用した患者 2 人で抗コリンエ

ステラーゼ作用によると考えられる重度の中毒症状が生じ、回復後に

は遅発性の神経毒性として神経軸索の重度変性がみられた 3)。  
ⅲ)経皮ばく露  

・身体の一部に付着した濃縮されたジクロルボス溶液を速やかに洗い流

さなかった労働者 2 人が死亡したが、洗い流した労働者は中毒症状が

見られたが回復した 3)。  
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(4)その他の健康影響  
 ⅰ)刺激性及び腐食性  

・用途からみて、他の様々な農薬や溶剤と混合して製剤化されるため、

どの成分が影響したのか不明な事例報告が多く、定かではない。  
ⅱ)感作性  

・モルモットに 0.05、0.5%（溶媒は不明）のジクロルボスを適用したマ

キシマイゼーション法による皮膚感作性試験において、0.5%群の動物

の 35％に紅斑がみられ、中等度の感作性と判定された 3, 6)。  
・花の栽培者を対象とした研究で、男性 59 人中 6 人、女性 48 人中 9 人

でジクロルボスの皮膚貼付試験で陽性反応を示した。全体の陽性率は

14％であった。  
triforine(1,4-bis(2,2,2-trichlor-1-formamidoethyl)piperazine)の皮膚

貼付試験で陽性反応を示した 18 名のうち 12 名でジクロルボスにも陽

性反応を示した 4)。  
 

b)中長期ばく露による健康影響  
(1)実験動物への健康影響  

ⅰ)反復投与毒性  
・CFE ラット（5 週齢、雌雄各 50 匹/群）にジクロルボス（純度 97％以

上）を 0、0.05、0.5、5mg/m3 の濃度（実質濃度 0、0.05、0.48、4.7mg/m3）

で 23 時間/日、7 日/週、104 週間吸入ばく露した試験で、0.48mg/m3

以上の群で脳、血漿及び赤血球中コリンエステラーゼ活性の用量に依

存した低下が見られた 3,5,7)。0.48mg/m3 以上の群で脳中コリンエステ

ラーゼ活性に有意な低下を認めた 5,7), 22)。4.7mg/m3 群で体重減少、

赤血球中コリンエステラーゼ活性に有意な低下を認めたが、剖検及び

血液検査で異常は見られなかった 3,5)。この試験から IPCS および EPA
は、脳中コリンエステラーゼ活性の低下を指標とした LOAEL は

0.48mg/m3、NOAEL は 0.05 mg/m3 と判断している 3,7)。  
・ビーグル犬（6～7 ヶ月齢、雌雄各 4 匹/群）にジクロルボスを 0、0.1、

1.0、3.0mg/kg/日の用量で連続 52 週間経口投与した。0.1mg/kg/日群

で投与後 12 日目に血漿中コリンエステラーゼ活性阻害が現れたため、

22 日目から投与量を 0.05mg/kg/日に減量した。その結果、1.0mg/kg/
日以上の群で血漿及び赤血球中コリンエステラーゼ活性の有意な低下、

1.0mg/kg/日群の雄および 3.0mg/kg/日群の雌雄で脳中コリンエステ

ラーゼ活性の有意な低下を認めたが、0.05mg/kg/日群ではこれらの影

響はみられなかった 3,5)。この結果から NOAEL は 0.05mg/kg/日であ

った 3,5)。  



 

 18 

・雄 NMRI/Han マウス（14 匹/群）にジクロルボスを 40mg/kg の用量

で単回強制経口投与した試験および 10mg/kg/日の用量で 18 日間強制

経口投与した試験で、投与開始後 9、18、27、36、54、63 日に各群 2
匹の動物について精巣の病理組織学的検査を実施した。両試験のジク

ロルボス投与群に精細管およびセルトリ細胞の障害、精子形成の阻害、

ライディッヒ細胞の数的増加および腫大がみられた 3)。  
ⅱ)生殖・発生毒性  
・離乳後の雌雄 SD ラットにジクロルボス（純度 93%）を 0、0.1、1、

10、100、500mg/kg 餌（0、0.0025、0.025、0.25、2.5、12.5mg/kg/
日相当）の用量で 2 年間経口（混餌）投与した三世代繁殖試験で、各

群の母動物の受胎率、産児数、体重及び生存率に異常は見られなかっ

た。生後 7 日齢の F1 及び F2 児での剖検及び病理組織学的検査におい

ても、各群に異常は見られなかった 8)。  
ⅲ)遺伝毒性  
・ジクロルボスは、in vitro 試験の S9 無添加系で遺伝毒性を示すが、in 

vivo 試験では大部分が遺伝毒性を示さないと判断されている 3)。  
ⅳ)発がん性  
・雌雄 CFE ラット（5 週齢、雌雄各 50 匹/群）に純度 97％以上の工業

用ジクロルボスを 0、0.05、0.5、5mg/m3（実質濃度 0、0.05、0.48、
4.7mg/m3）の濃度で 104 週間吸入ばく露した試験で、全ばく露群で体

重増加の抑制がみられたが、有意な腫瘍頻度の増加はみられなかった

3,9)。  
・B6C3F1 マウス（8 週齢、雌雄各 50 匹/群）にコーンオイルに溶解し

たジクロルボス（純度 99%）を雄に 0、10、20mg/kg/日、雌に 0、20、
40mg/kg/日で 5 日/週、103 週間強制経口投与した試験で、前胃の乳頭

腫が雄（対照群 1/50、10mg/kg/日群 1/50、20mg/kg/日群 5/50；p=0.032）
及び雌（対照群 5/49、20mg/kg/日群 6/49、40mg/kg/日群 18/50；
p=0.002）で統計学的に有意な用量に依存した増加傾向を示した。雌

の 40mg/kg/日群では、前胃の乳頭腫の増加は対照群と比較して有意で

（p=0.004）、50 匹のうち 2 匹に扁平上皮がんがみられた。生存率に

は影響はみられなかった 3,9,10)。  
・F344 ラット（7 週齢、雌雄各 50 匹/群）にジクロルボス（純度 99%）

を 0、4、8mg/kg/日、5 日/週、103 週間強制経口投与した試験で、雄

では膵臓の腺房細胞腺腫の発生率（対照群 16/50、4mg/kg/日群 25/49、
8mg/kg/日群 30/50；p<0.001）、及び単核球性白血病の発生率（対照

群 11/50、4mg/kg/日群 20/50、8mg/kg/日群 21/50；p=0.011）がとも

に統計学的に有意に増加しており、用量に依存した増加傾向も示した。

また雄 8mg/kg/日群で、肺胞/気管支の腺腫が 3/49 例みられたが（対
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照群 0/50）、有意差はみられなかった 3,9,10)。一方、雌では、乳腺の線

維腫および線維腺腫の発生率が統計学的に有意な用量に依存した増加

傾向を示した（対照群 9/50、4mg/kg/日群 19/50、8mg/kg/日群 17/50；
p=0.028）9)。  

 
(2)ヒトへの健康影響  

ⅰ)反復ばく露毒性  
・ジクロルボス製品製造工場でジクロルボス（平均 0.7mg/m3、最高 3 

mg/m3）に 8 ヶ月間ばく露された工場労働者（男性 11 人、女性 2 人）

を対象にばく露を受けた期間およびばく露終了後 4 ヶ月間の血液、尿

を調査した 5)。ばく露開始後数日以内に血漿中コリンエステラーゼ活

性の低下がみられたが、赤血球中コリンエステラーゼ活性の低下はよ

り遅延してみられた 3)。ばく露期間中に血漿中コリンエステラーゼ活

性が 60％、赤血球中コリンエステラーゼ活性は 35％低下した 5)。ばく

露中止 1 ヶ月後に、血漿及び赤血球中コリンエステラーゼ活性は正常

レベルに回復した 3,5)。他の血液学的検査を含む検診でジクロルボスば

く露に起因する変化はみられなかった 3,5)。  
・男性ボランティア 6 人を 1 群とし、本物質を綿実油に混ぜて食事前に

カプセルで摂取する群、食事中にゼラチンに混ぜて摂取する群それぞ

れに 2.7mg/人/日を 21 日間投与した結果、両群とも血漿中コリンエス

テラーゼ活性が低下し、ばく露開始前のレベルに回復するまでの半減

期は約 14 日であった 4)。一方、赤血球中コリンエステラーゼ活性の低

下や神経毒性の臨床所見はみられなかった 3,4,5)。この結果から、

NOAEL は 2.7mg/人/日であり、単位体重あたりの用量に換算すると

0.033mg/kg/日となる 5)。  
ⅱ)発がん性  

発がん性については、白血病との関連性が、ジクロルボスを含ませた

害虫駆除片使用と小児の間や、殺虫剤として使用したジクロルボスと成

人男性との間でみられるという症例対照研究が報告されている 3）。  
しかし、白血病のリスクは、同時にばく露された他の農薬使用との関

連も認められており、ジクロルボスのみのばく露を評価することができ

なかった 9)。  
IARC は、ジクロルボスのヒトに対する発がん性の証拠は不十分であ

るが、実験動物に対する発がん性の証拠は十分であるとして、グループ

2B に分類している 9)。  
 
２）健康診断を実施することの必要性について  

実験動物およびヒトにおいて、短期ばく露および中長期的ばく露の双方につ
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いて、コリン作動性の自他覚症状に先行して、血漿中コリンエステラーゼの低

下が認められる。  
短期ばく露は有機リン系化合物の中毒症状を呈し、重篤な場合は①縮瞳、②

分泌の亢進、③筋線維束れん縮などがあり、少なくとも短期大量ばく露があっ

た場合は有機リン剤中毒の急性期対応と医学的フォローアップが必要である。  
中長期的ばく露の場合の人への影響は、血漿中コリンエステラーゼ活性の軽

度低下以外は、まだはっきりとは確認されていない。しかし感作性による皮膚

障害の際のばく露有無確認や、未知の健康障害の未然防止のために、血漿中コ

リンエステラーゼを指標としたモニタリングが可能と考えられる。  
 
３）当該物質の健康診断に際して考慮すべき事項等について（諸外国での規制状

況等）  
a)発がん性分類  

IARC：2B （ヒトに対して発がん性が疑われる）11) 
日本産業衛生学会：2B （おそらくヒト発がん性物質だが証拠不十分）12) 
EU Annex I：EU Annex I： （発がん物質として分類していない）13) 
NTP 11th：（報告なし）14) 
ACGIH：A4 （ヒトに対する発がん物質として分類できない）15) 
EPA IRIS：B2 （おそらくヒト発がん性物質）  

b)許容濃度の設定  
ACGIH TLV-TWA：0.01ppm（0.1 mg/m3）（Inhalable Fraction & Vapor）、

Skin、Sen （Dichlorvos 、1998）15) 
日本産業衛生学会：設定なし 12) 
DFG MAK：1 mg/m3 16) 

 
４）現行法における健康診断について  

 当該化学物質が有機リン剤であることから、現行法では指導勧奨健康診断と

して「有機りん剤を取扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する

場所における業務」（昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号嗽）がこれに該当し、

第一次健康診断として、①血清コリンエステラーゼ活性値の測定 ②多汗、縮

瞳、眼瞼及び顔面の筋線維性れん縮を健康診断項目としている。  
 

２．健康診断項目の提案  
１）健康診断項目の提案理由  

ジクロルボスのばく露による自他覚症状に先行してコリンエステラーゼ活性

の低下が認められるため、当該項目を生物学的モニタリング項目として用いる

必要がある。また、また皮膚障害やコリン作動性の自他覚症状の有無を確認す

ることは、高濃度ばく露の有無の確認に反映されると考える。  
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 なお、コリンエステラーゼ活性の低下を報告している文献の多くは「血漿」

を用いて報告している。現行の特定化学物質障害予防規則中のアクリロニトリ

ルの二次健康診断においても「血漿コリンエステラーゼ活性値の測定」として

いるところであるが、現在の検査機関等の自動分析装置による検査を踏まえか

つ、一般健康診断と同時にジクロルボスを対象とした特殊健康診断を実施する

ということを想定すると、血清を用いるほうが自然的であると考える。また、

「血漿」を用いても本項目の検査値にほぼ変動はないことから、血清、血漿ど

ちらを用いても構わないものと考える。  
 

２）健康診断項目案  
〈一次健康診断〉  
①業務歴の調査  
②作業条件の簡易な調査  
③ジクロルボスによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、眩暈、筋線維束

れん縮、吐き気、下痢等の自覚症状又は他覚症状の既往歴の有無の検査  
④ジクロルボスによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、眩暈、筋線維束

れん縮、吐き気、下痢等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査  
⑤血清（または血漿）コリンエステラーゼ活性値の測定  

〈二次健康診断〉  
①作業条件の調査  
②赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定  
③肝機能検査  
④白血球数および白血球分画  
⑤神経学的検査  
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